
当施設は児童福祉法第３５条の認可を受けていない保育施設（認可外保育施設）として、同法第５９条の２に基づ

き徳島県への設置届出を義務付けられた施設です 

 

・施設の名称   Naluto KIDS（ナルトキッズ保育園） 

・施設の所在地  〒779-0304  徳島県鳴門市大麻町松村字土井８３番地１ 

                       電話 088-679-7177 

・設置主体  株式会社 山口株式会社 

         〒779-0304 徳島県鳴門市大麻町松村字土井 57番地２ 

                   電話 088-689-0764 

・代表者名  山口株式会社  代表取締役  山口 輝陽志 

・施設長 住所   徳島県鳴門市大麻町松村字土井５７番地２ 

園長  山口 晶子 

・事業開始年月日   令和元年１０月１日 

・設備・規模・構造   専用設備（乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、調理室、児童用便所） 

               規模  155平方メートル 

               屋外遊戯室（園庭）あり  178平方メートル 

               建物の構造  木造、 専用建物 

・開所時間  平日   7：30～18：30   土曜日  7：30～18：30 

・提供するサービス  月極契約   0歳２ヶ月～３歳児 

              定期契約   ０歳２ヶ月～３歳児 

              一時預かり  ０歳２ヶ月～３歳児 

・保育料（月額）  ＊本園は保育料無償化対象施設です 

 従業員（自社）枠 連携企業 地域枠 無償化対象者 

３歳児 ０ 円 ０ 円 ０ 円 0円 

１・２歳児 ３７,０００ 円 ３７,０００ 円 ３７,０００ 円 0円 

０歳児 ３７,１００ 円 ３７１,００ 円 ３７,１００ 円 0円 

その他、実費でいただくもの 

損害保険料、おむつ代、写真代、遠足バス代、月刊絵本代ほか 

・一時保育（利用時間９：００～１６：００） 

０・１歳児 １時間  ８５０円 

２・３歳児 １時間  ８００円 

給食代  １食３００円   保険料 1日 100円 

・入所定員 定員 19名  ただし、自社枠１割（２名）以上  地域枠９名以内 とする 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 計 

定員 ５人 ６人 ４人 ４人 １９人 

 



・保育士その他の職員の配置数 

   施設長 常勤保育士 １人 

   保育従事者  常勤保育士 ５人  非常勤保育士 ５人  看護師 2人 

             その他（子育て支援員）２人 

   その他の職員 管理栄養士 １人  調理師 １人  連携推進員 ２人 

・職員研修の受講状況 

    施設長研修  毎年  2023年度  １人 

    保育研修  毎月１回  新入職員研修   毎月１回 

    キャリアアップ研修   毎年  2023年度  ５人 

    保育安全研修  毎年  2023年度 １人 

・保険の種類および保険事故および保険金額 

    賠償責任保険 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

              １事故につき、最高５，０００万円 

     傷害保険  日本スポーツ振興センター 

            １事故につき、最高３，０００万円 

・提携医療機関   嘱託医 田口小児科クリニック 

             徳島県鳴門市大津町大代９９番地２  ℡ 088-683-1120 

             （内容） 年２回の健康診断・発達相談 

                 嘱託歯科医 和田歯科医院 

             徳島県大麻町大谷久原７５－１  ℡ ０８８－６８９－００２６ 

             （内容） 年２回の歯科健診・歯科相談 

・非常災害対策   毎月、避難訓練を実施する 

年１回、保護者に避難場所で園児を引き渡すための訓練を実施する 

             避難場所   大麻中学校   鳴門市大麻町池谷長田 105 

・緊急時等の対応  保育中に急激な体調の変化等があった場合は、あらかじめ保護者様が指定した緊急連絡 

先へ連絡をし、嘱託医又は主治医へ連絡をとるなどの必要な措置を講じます。保護者様と 

連絡がつかない場合には園児の生命の安全を最優先させ、当園が責任を持ってしかるべ 

き対処を行います。 

・虐待防止のための措置に関する事項 

   虐待防止マニュアルにそって職員研修を実施する。 

虐待に関して職員や保護者から報告があればただちに園長に報告し、園長が適切な措置を講じるものと 

する。  

・設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別     ○無  ・ 有 


